
歯科口腔保健の推進に関する法律と基本的事項について 

歯科口腔保健の推進に関する法律の概要（平成２３年８月１０日公布・施行） 

目的（第１条関係） 

・口腔の健康は，国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割 
・国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効 
 国民保健の向上に寄与するため，歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」の推進に関する施策を総合的に推進 

基本理念（第２条関係） 

①国民が，生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに，歯科疾患を早期に発見し，早期に治療を受けることを促進 
②乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて，適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進 
③保健，医療，社会福祉，労働衛生，教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ，その関係者の協力を得て，総合的に歯科口腔保健を推進 

責務（第３～６条関係） 

①国及び地方公共団体，②歯科医師等，③国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者，④国民について，各々の責務を規定 

国及び地方公共団体が講ずる施策（第７～11条関係） 

①歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等 
②定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等 
③障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等 
④歯科疾患の予防のための措置等 
⑤口腔の健康に関する調査及び研究の推進等 

実施体制 

基本的事項の策定等（第12，13条関係） 

財政上の措置等（第14条関係） 

口腔保健支援センター（第15条関係） 

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の概要（平成２４年７月２３日厚生労働大臣告示） 
【趣旨】 
・歯科口腔保健に関する施策について，総合的 
 な実施のための方針，目標等を定めることを  
 目的として本基本的事項を策定 
【位置づけ等】 
・健康日本２１（第２次）等と調和を保ち策定 
・平成２９年度：中間評価 
・平成３４年度：最終評価 

基本方針，目標等 

①口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小 
②歯科疾患の予防 
③口腔機能の維持・向上 
④定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対
する歯科口腔保健 
⑤歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の
整備 
※②～⑤について，各々の目標・計画を達成するこ
と等により①の実現を目指す・ 

都道府県，市町村の基本的事項策定 

・都道府県及び市町村は，本基本的事項を勘案し， 
 地域の実情に応じた基本的事項を定めるように 
 努める。 

調査，研究に関する基本的事項 

・調査の実施及び活用 ・研究の推進 

その他の重要事項 

・正しい知識の普及 ・人材確保，資質向上 
・連携及び協力 

歯科口腔保健に関する施策の推進を通じて国民保健の向上に寄与 ※厚生労働省資料を基に作成 

資料６ 



歯科口腔保健の推進に関する基本的事項における目標一覧 

１．口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小の実現 

２．歯科疾患の予防 ３．生活の質の向上に向けた 
  口腔機能の維持・向上 

４．定期的に歯科検診又は歯科 
  医療を受けることが困難な者 

具体的指標 現状値 
→目標値 

具体的指標 現状値 
 →目標値 

具体的指標 現状値 
 →目標値 

①乳幼児期 ・３歳児でう蝕のない者の増加 ・77.1％ 
 →90％ 

・３歳児で不 
 正咬合等が 
 認められる 
 者の減少 

・12.3％ 
 →10％ 

(1)障害者 
・障害（児）者
入所施設での定
期的な歯科検診
実施率の増加 
 
(2) 要介護 
   高齢者 
・介護老人福 
 祉施設及び 
 介護老人保 
 健施設での  
 定期的な歯 
 科検診 
 実施率の増 
 加 

・66.9％ 
 →90％ 
 
 
 
 
 
・19.2％ 
  →50％ 
 

②学齢期 
（高等学校 
 を含む） 

・12歳児でう蝕のない者の増加 
・中高生で歯肉に炎症所見を有する  
 者の減少 

・54.6％ 
  →65％ 
・25.1％ 
  →20％ 

③成人期 
（妊産婦を 
 含む） 

○20歳代で歯肉に炎症所見を有する 
 者の減少 
○40歳代で進行した歯周炎を有する 
 者の減少 
・40歳で未処置歯を有する者の減少 
 
○40歳で喪失歯のない者の増加 

・31.7％ 
  →25％ 
・37.3％ 
  →25％ 
・40.3％ 
  →10％ 
・54.1％ 
  →75％ 

○60歳代の 
 咀嚼良好者 
 の増加 

・74.3％ 
  →80％ 

④高齢期 ・60歳で未処置歯を有する者の割合 
 
○60歳代における進行した歯周炎を 
 有する者の減少 
○60歳で24歯以上を持つ者の増加 
 
○80歳で20歯以上を持つ者の増加 

・37.6％ 
  →10％ 
・54.7％ 
  →45％ 
・60.2％ 
  →70％ 
・25.0％ 
  →50％ 
 

５．歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

具体的指標 現状値→目標値 

○過去１年間に歯科検診を受診した者の増加 
○３歳児でう蝕がない者の割合が80％以上である都道府県の増加 
○12歳児の一人平均う歯数が1.0歯未満である都道府県の増加 
・歯科口腔保健の推進に関する条例を制定している都道府県の増加 

・34.1％→65％ 
・6都道府県→23都道府県 
・7都道府県→28都道府県 
・26都道府県→36都道府県 

※ ○は健康日本２１（第２次）と重複しているもの 


